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（農地法第３条の３）

― 農地を相続した方へ ―

対象者

届出先

相続等※によって農地の権利を取得した方

※遺産分割、包括遺贈など

那須烏山市農業委員会（農政課内）

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 【郵送可】

相続発生日からおおむね10か月以内に届出が必要です。
※届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

本届出は、法務局への相続登記とは別に必要な手続です。
また、相続したものの管理ができない場合は、「農地の仲介依頼情報」に掲載
して借り手等を探すお手伝いをしますので、下記までお問い合わせください。

那 須 烏 山 市 農 業 委 員 会
電話：0287-88-7117
FAX：0287-88-0572



 

 

 

 

 

 

 

届出の様式は、農業委員会（農政課内）窓口 及び 

市ホームページで取得できます。 
ホーム＞まちづくり・観光・産業＞農業・林業＞農業委員会＞農地を相続したとき 

https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page005830.html  
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